
社会福祉法人南部町社会福祉協議会 

会長及び常務理事の報酬に関する規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人南部町社会福祉協議会（以下「本会」とい

う。）定款第２５条の規定に基づいて、本会会長及び常務理事の報酬支給につ

いて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（報酬） 

第２条 理事及び監事には報酬は支給しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、本会会長及び常務理事に対し、次のとおり報酬

を支給する。 

 

会 長 日額 5,700円 

ただし、支給額は月額 50,000円を限度とし、会議等の出席 

に伴う報酬は支給しない。 

常務理事 月額 160,000 円 

 

 

 

 

 

 

附則 

この規程は、平成１８年３月１日から施行する。 

附則 

この規程の一部改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

この規程の一部改正は、平成２７年５月２７日から施行する。 

附則 

この規程の一部改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

この規程の一部改正は、平成２９年９月１９日から施行する。 

 


